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研究成果の概要（和文）： 国家レベルだけではなく、連邦制をとっているドイツの事情を考慮して、東・西・
南・北のそれぞれの州・地域における学力向上政策と教育方法改革の内容とそれらの具体化を調査した。その結
果、「教育の質保障」「コンピテンシー志向の授業」「インクルーシブな授業」の三者の融合を確認するととも
に、①アウトプット重視による実証主義的な転回の実相、②テスト開発や外部評価のありよう、③コンピテンシ
ーの評価やよい授業の基準の中身、④コンピテンシー志向の授業の展開特徴、⑤インクルーシブ授業における個
別化の傾向、⑥コンピテンシー志向の授業とインクルーシブ授業との接合内容など、を明らかにすることができ
た。

研究成果の概要（英文）：In consideration of the federal system, we investigated the policies for 
improving scholastic achievements and the reform of educational methods in each state of Germany 
after PISA. As a result, we clarified the following;
1. tripartite fusion of“qualitative securing of education”,“competency-based lesson”,“inclusive
 lesson”, 2. influence of“positivism-turn”, where output is taken very seriously, 3. test 
development and outside evaluation, 4. appraisal standard of competency and good lesson, 5. 
characteristics of competency-based lesson, 6. individualization tendency in inclusive lesson, and 
7. combination between inclusive lesson and competency-based lesson.      
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１ 研究開始当初の背景 
 各種国際学力調査、とりわけ PISA の第１回

調査結果（2001）の衝撃（PISA ショック）を

受けて、ドイツでは大規模かつ急速な教育改革

が進行している。PISA 型学力の向上ならびに

そのための教育スタンダードの設定、これに基

づく成果の検証と教育方法の改善、成果検証に

かかわる教師の専門性の改善、成果志向の評価

に基づく学校と授業の質の保障と改善、移民背

景のある生徒を含んだ低学力生徒の学力向上、

半日学校から福祉的側面をも含んだ終日学校

への転換などの改革が進められている。こうし

た多様な分野で展開されている PISA 後のドイ

ツ教育改革の特質は、「教育の質保障」の中核

である「学力向上」のための改革として位置づ

けられる。また、教育実践上でその中心に据わ

るのは、学力向上政策と連動した教育方法改革

である。わが国では、こうしたドイツにおける

学力向上政策や教育方法改革に関する個別課

題あるいは個別地域に限定した研究は少なく

ない。しかしながら、両者の連動に焦点を当て

た連邦・州・実践レベルでの総合的研究は見当

たらない。 
 
２ 研究の目的 
 本研究は、教育改革の個別課題あるいは個別

地域に特化するのではなく、PISA 後のドイツ

の教育改革を上記のように学力向上のための

改革として位置づけ、国家・州・実践の各レベ

ルにおけるその展開状況を明らかにするとと

もに、それと連動した教育方法改革の特質を析

出することを目的とする。そのことによって、

日本にとっての学力向上策と教育方法改革の

今後の課題をも提起する。 
 
３ 研究の方法 
 連邦レベルの学力向上政策と教育方法改革

に関しては、KMK（常設各州文部大臣会議）

のこれに関わる文献や資料を収集し検討する。

また、PISA 後のドイツ教授学研究の特徴的な

理論的動向に関する文献研究も行う。他方、

州・実践レベルに関しては、ドイツを東西南北

に割り振った上で、主立った州・地域の取り組

みや学校での授業実践を現地調査する。 
 
４ 研究成果 
 KMK の学力向上政策と教育方法改革に関し

て文献・資料の検討を行うとともに、PISA 後

のドイツ教授学研究の特徴的な理論的動向も

整理した。他方で、ドイツの東部・西部・北部・

南部の主立った州の取り組みや学校での授業

実践を現地調査した。現地調査の対象は、ザク

セン州の文部省・基礎学校・中等学校・ライプ

ツィヒ市庁舎、ベルリン州のフンボルト大学

「教育の質開発研究所」、テューリンゲン州の

イエナ「コンピテンシーテストプロジェクト」

オフィス、バイエルン州ミュンヒェンの「学校

の質と教育研究のための州立研究所」・基礎学

校、ハンブルク州の「教育モニタリング・質開

発研究所」・学校賞受賞校、ブレーメン州の文

部省・基礎学校・総合制中等学校、ノルトライ

ン・ヴェストファーレン州の文部省・「学校研

究所質・支援エージェント」・デュッセルドル

フ学校監督庁・ウナ地区学務局・生徒会・実験

学校、バーデン・ヴュルテンベルク州の文部

省・チュービンゲンの学校監督庁・学務局・基

礎学校・中等学校であった。また、大学研究者

に対しては、ドリンク教授（ライプツィヒ大

学）・アムライン教授（ビーレフェルト大学）・

テアハルト教授（ミュンスター大学）・マイヤ

ー名誉教授（ハンブルク大学）への聴き取り調

査を実施した。 
以上の文献・資料の検討ならびに現地調査の

結果、主に以下の点を明らかにした。 
(1)PISA ショックを起点としたドイツの教育

改革は、「教育の質保障」の主眼目である学力

向上を、教育スタンダードの開発・導入とその

成果検証、テスト開発とその結果のフィードバ

ック、低学力生徒の促進として具体化してきた。

それと連動して教育方法改革に関しては、スタ

ンダード内容の中心に据わるコンピテンシー

に方向づけられる授業を提唱してきた。しかし

他方、インテグレーションからインクルージョ

ンへの転換を契機として、障がいを含んだ特別

な教育的ニーズのある生徒の多様なニーズに

個別に応答するインクルーシブな教育・授業も

同時に追求してきた。ドイツの学力向上策と教

育方法改革は、全体としてみれば、これらの三

者の融合において理解される必要がある。 
(2)ドイツの教育改革におけるインプットから

アウトプット重視への転換は、学力評価にも反

映されている。連邦レベルでは、「質開発研究

所」が、教育スタンダードの達成状況を確認す

るためにテスト VERA を開発し、調査を行って

いる。これに対して、調査対象州では共通して、

州の教育課程・教育計画の達成度の測定のため

に独自のテストを開発し、教育・授業の質改善

のためのフィードバックを行っている。また、



その際のフィードバックの内容は、教育現場に

おける「実際的な有用性」を重視するコンパク

トなものから、フィードバック対象者(学校、学

級、生徒、学校監督庁など)ごとにタイプ分けを

して、条件的に類似した学校との比較や経年変

化などの様々な観点を踏まえた綿密なものま

で、多様である。さらに、たとえばバイエルン

州やノルトライン・ヴェストファーレン州では

いずれも QA と略称される学校の外部評価が実

施され、その内容の一環として「良い授業」が

あらかじめ想定されているという特色がみら

れる。 
(3)学力評価の中心はコンピテンシーテストで

あるが、これに対しては、疑義も呈せられてい

る。テスト担当者からは、測定困難なコンピテ

ンシーは除外され、実際には個別の面談でしか

評価し得ない内容がテストされ、テストの対象

とすべきではない学習者の内心の自由にかか

わる内容がテストされると危惧されている。ま

た、教育研究者からは、測定内容が向上するだ

けであって、その意味では「効果的授業」では

あっても「良い授業」は想定されていないと指

摘されている。さらに、生徒からは、教養より

も社会（会社）適応が目指されると懸念されて

いる。これらは、PISA 後におけるビルトゥン

グ(Bildung)からコンピテンシー(Kompetenz)
への転換ならびに教育研究の実証主義的転回

に対する批判という点で通底している。 
(4) コンピテンシーテストは、おのずからそれ

を志向する授業につながる。「教育スタンダー

ドを活用した授業の開発に関する KMK の構想」

をはじめとして、各州コンピテンシー志向の授

業の手引き、研究者によるコンピテンシー志向

の授業のモデルが提起されてきた。調査対象の

各州の学校の多くも、基本的には教育スタンダ

ードの達成に主眼を置いたコンピテンシー志

向の授業である。その特徴は、一斉学習ではな

く、個別学習にあり、各生徒の多様な状況に応

じた個別の到達レベル・学習内容・学習方法の

下での学力形成実践にある。ただし、学習の共

同性も配慮され、ペアやグループでの協同も部

分的に実践されている。 
(5)全体としてみればコンピテンシー志向の授

業に変わりは無いとはいえ、さらに各州の外部

評価項目中にある「良い授業」の指標に目を向

ければ、その理論的基礎において差異が認めら

れる。伝統的な教授学研究（ノルトライン・ヴ

ェストファーレン州）か実証主義的研究（ザク

セン州）かの差異である。その背景には、ビル

ドゥングとコンピテンシーのいずれを重視す

るかの差異がある。しかし、それにもかかわら

ず、指標レベルでは奇妙な類似性が認められる。 
(6)インクルーシブ教育・授業に関しては、障

がいのある生徒を対象とする「狭義のインクル

ーシブ教育」理解・実践と移民背景を含んだ多

様な生徒を対象とする「広義のインクルーシブ

教育」理解・実践の間の相違はあるが、教育方

法としては、特別なニーズのある生徒への個別

支援が他の生徒の指導とともに同一の教室空

間のなかで展開されているという共通特徴が

ある。ただし、インクルーシブ授業では、とり

わけ社会福祉士やスクールソーシャルワーカ

ーなどとの協働による支援体制が整えられて

いる。 
(7)コンピテンシー志向の授業とインクルーシ

ブ授業は、前者が教育スタンダードの達成から

要請され、後者はインテグレーションからイン

クルージョンへの転換から提唱されていると

いう経緯の違いはあるものの、実際の授業は両

者の融合のなかで実践されている。その融合内

容は、生徒が主体的に活動的に取り組む学習、

生徒の多様性をふまえて目標・内容・方法を個

別化した学習、個別化を前提としながらもペア

やグループ活動による学習の共同場面の設定

に顕著にみられる。 
 以上が、本研究で明らかにしたごく主立った

成果であるが、同時にさらに今後検討を要する

課題も浮かび上がった。第１に、学力としての

コンピテンシーが社会から要請される「資質・

能力」なのか、それとも未来を生きる生徒にと

って必要とされる「資質・能力」なのかという

視点から、そのありようを検討するという課題

である。第２に、教育スタンダードの設定・運

用と学校・教師の自律性や教育の自由・多様性

の保障との関連が、カリキュラム・マネジメン

トをはじめとした各学校の学校づくりでいか

に追求されているのかを具体的に調査すると

いう課題である。第３に、生徒が主体的に活動

的に取り組む学習、生徒の多様性をふまえた目

標・内容・方法を個別化した学習、個別化を前

提としながらもペアやグループ活動による学

習の共同場面の設定を追求する授業では、どの

ような多様性と共通性の関連が求められてい

るのかを問い直すという課題である。第４は、

したがって、学習における個と共同との関係性

の内実を検討するという課題である。本研究の

これらの今後の課題は、ドイツにとどまらず、

今日の日本の学力保障と教育方法改革にとっ



ても不可避であるといえる。 
なお、本研究の成果として『PISA 後のドイ

ツにおける学力向上政策と教育方法改革』

（2014~2016 年度科学研究費補助金 : 基盤研

究（B）（海外学術調査最終報告書、研究代表 久
田敏彦、2017 年３月）を刊行した。本「研究

成果」の内容は、同報告書中の高橋英児・久田

敏彦「ドイツにおける学力向上政策と教育方法

改革の特質‐研究成果の概要‐」に依拠するも

のである。 
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